
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  親子で農業を営む場合の事業主 

Ｑ：親子で農業を営む場合、事業主は誰に

なるのですか？ 

 

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】 

生計を一にしている親子間で農業を営んで

いる場合、事業主が誰であるかは、両者の年

齢、農耕能力、耕地の所有権の所在等を総合

勘案して、その農業の経営方針の決定につき

支配的影響力を有すると認められる者がその

農業の事業主に該当するものと推定する扱い

になっています。ただし、この場合において、

その支配的影響力を有すると認められる者が

誰であるか明らかでないときは、次に掲げる

場合、それぞれ次に掲げる者が事業主に該当

するものと推定し、その他の場合は生計を主

宰している者が事業主に該当するものと推定

することとされています。 

 ①親と子が共に農耕に従事している場合  

その従事している農業の事業主は、親。た

だし、子が相当の年齢に達し、生計を主宰

するに至ったと認められるときは、子。 

 ②生計を主宰している親が他に主たる職業を

有し、子が主として農耕に従事している場

合は、子。ただし、子が若年であるとき、

又は親が本務の傍ら農耕に従事しているな

ど親を事業主とみることを相当とする事情

があると認められるときは、親。 

 ③生計を主宰している子が他に主たる職業を

有し、親が主として農耕に従事している場

合は、原則として農耕に従事している者 
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